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れません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。

【表紙】



第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】
　　　 該当事項はありません。
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回次 第24期（中間） 第25期（中間） 第26期（中間） 第24期 第25期

会計期間
自2023年10月１日

至2024年３月31日

自2024年10月１日

至2025年３月31日

自2025年10月１日

至2026年３月31日

自2023年10月１日

至2024年９月30日

自2024年10月１日

至2025年９月30日

売上高 （千円） 1,955,450 2,037,292 2,154,410 4,443,717 4,192,670

経常利益 （千円） 3,932 33,940 46,989 68,974 73,162

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）
（千円） △559 18,622 28,579 42,183 44,299

資本金 （千円） 50,000 50,232 50,276 50,000 50,276

発行済株式総数 （株） 1,000,000 1,002,700 1,003,400 1,000,000 1,003,400

純資産額 （千円） 651,118 712,582 766,905 693,424 738,451

総資産額 （千円） 2,141,946 2,154,736 2,094,701 2,333,978 2,078,675

１株当たり純資産額 （円） 651.12 710.66 764.31 693.42 735.95

１株当たり配当額

（円） －（－） －（－） －（－） －（－） －（－）（うち１株当たり

　中間配当額）

１株当たり中間（当期）

純利益又は１株当たり

中間純損失（△）

（円） △0.56 18.62 28.48 42.18 44.22

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
（円） － 18.05 27.87 － 43.13

自己資本比率 （％） 30.40 33.07 36.61 29.71 35.53

自己資本利益率 （％） △0.09 2.65 3.80 6.27 6.19

株価収益率 （倍） － 29.5 19.31 － 12.4

配当性向 （％） － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △208,340 △487,039 △408,051 228,287 13,722

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △11,208 △4,094 △872 △43,026 △19,020

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △68,478 △45,157 20,133 △87,989 △183,005

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（千円） 686,252 535,259 494,457 1,071,550 883,247

従業員数 （人） 75 71 64 75 78

第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．第24期（中間）における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１

株当たり中間純損失であり、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。第24期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するもの

の、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第25期にお

ける潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定については、2024年12月25日にTOKYO PRO Marketに上場し

たため、新規上場日から2025年９月30日の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しておりま

す。

３．第24期（中間）及び第24期における株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しており

ません。

４．従業員数は就業人員数であります。なお、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略
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しております。

５．第26期（中間）に至るまで配当を行っていないため、配当性向は記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業について重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

2026年３月31日現在

従業員数（人）

64

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産関連事業 33

インテリア販売及びリノベーション事業 16

報告セグメント計 49

全社（共通） 15

合計 64

４【従業員の状況】

(1）発行者の状況

　（注）１．従業員数は就業人員数であります。

２．臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2）労働組合の状況

　当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調を維持しました。一

方、中東情勢の緊迫化にともなう原油価格の上昇による資材・物流コスト高騰による、物価や企業収益への影響が

懸念されております。また今後の日本銀行による政策金利の引き上げの動向、長期金利上昇による国内経済に与え

る影響についても注視が必要となり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　当社が属する不動産業界は、都心部を中心にマンション価格・地価は上昇が継続しております。金利上昇による

購買心理への影響や住宅ローン借入コスト増を注視する必要があるものの、都市部の底堅い需要を背景に総じて堅

調な推移が見込まれております。一方、中東情勢の不安定化によるナフサ由来の建築資材等不足の影響により、新

築マンション・新築戸建の供給減少が懸念されております。中古のリノベーション工事への影響は新築マンション

開発、新築戸建と比べると限定的であると見込んでおりますが、当社のリノベーション工事においても建築資材等

不足の影響を注視しております。

　このような事業環境のもと、当社は2026年９月期を初年度とし、2028年９月期を最終年度とする中期経営計画

「NEXT STAGE 2025」の具体的な施策を展開しております。当計画では、「持続的成長に向けた収益基盤の強化」

と「インテリアオプションとの事業シナジー強化」を基本方針として掲げ、コア事業の深化と新たな収益領域の拡

充を同時に推進しております。

１.持続的成長に向けた収益基盤の強化

　不動産販売事業においては、従来の単身層に加え、住宅取得意欲が顕在化していない世帯年収400万～500万円前

後のファミリー層に対し、ライフプランを起点とした資産形成型の住まい提案を行い、住宅取得機会の拡大を図る

取組を進めております。これにより新規需要の掘り起こしと安定的な販売基盤の拡充を図ってまいります。また投

資用不動産への需要拡大を踏まえ、新築・築浅中古戸建等を中心に投資不動産事業を本格展開し、収益ポートフォ

リオの多様化と事業リスクの分散を進めてまいります。

２.インテリアオプションとの事業シナジー強化

　不動産販売とインテリアオプション事業を有機的に連携させ、リフォーム・リノベーション・住み替え・資産活

用まで一貫した顧客接点を維持することで、クロスセル及びリピート需要を最大化し、顧客生涯価値（LTV）の一

層の向上を図ってまいります。

　当中間会計期間における売上高は、全体として堅調に推移いたしました。当社の主要事業である不動産関連事業

においては、販売戸数は前年同期比でほぼ同水準であったものの収益ポートフォリオの多様化を進めるなか投資用

不動産分野への事業展開を強化した結果、売上高は前年同期を上回りました。もう１つの主要事業であるインテリ

ア販売及びリノベーション事業においても、インテリア販売の再販事業が好調に推移し、またリノベーション工事

においては受注件数が増加し、売上高は前年同期を上回りました。その結果、売上高2,154,410千円（前年同期比

5.7％増）を計上し、営業利益66,080千円（前年同期比14.5％増）、経常利益46,989千円（前年同期比38.4％

増）、中間純利益28,579千円（前年同期比53.5％増）の各段階においても増益を達成しました。

　当中間会計期間においては、収益ポートフォリオの多様化及び事業シナジー強化に向けた取り組みが着実に進展

し、中期経営計画「NEXT STAGE 2025」の初年度として、概ね計画に沿った進捗となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（不動産関連事業）

　不動産関連事業においては、実需向け不動産販売の売上戸数は前年同期比でほぼ同水準であったものの、当事業

年度より開始した投資用不動産販売が売上に寄与し、全体として安定した販売実績を確保しました。

また中期経営計画に掲げる「自社販売」と「販売会社との連携強化」の両輪による販売体制を着実に機能させ、加

えて他社物件も積極的に活用することで媒介手数料収益拡大を図り、安定的な収益基盤の構築が進んでおります。

その結果、売上高は前年同期比63,499千円増収の1,643,627千円となりました。今後につきましては、販売件数の

拡大に加え、商品構成や在庫回転を意識した収益性重視の販売戦略を推進し、安定的な収益基盤の構築を図ってま

いります。

（インテリア販売及びリノベーション事業）

　インテリア販売及びリノベーション事業においては、顧客ニーズを踏まえた提案力強化により、インテリア販売

における1戸当たりの販売単価が向上したことに加え、既存顧客への再提案・再販売も引き続き堅調に推移し、売

上高は順調に拡大いたしました。またリノベーション事業においては、不動産関連事業との連携強化及び他社物件

の積極活用により受注機会の拡大を図るとともに、お客様のライフスタイルや資産形成ニーズに即した高品質なリ

ノベーションの提案を推進した結果、着実に売上を伸長いたしました。加えて、デザイン性・機能性・収益性を意

識した提案を行うことで、顧客満足度の向上と収益性の確保の両立に努めております。その結果、売上高は前年同
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期比53,618千円増収の510,782千円となりました。同セグメントの利益も堅調に推移しております。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて388,789千円減少し、494,457千円と

なりました。これは主に、当中間会計期間後の販売に向けた計画的な不動産在庫の仕入を進めたことによるもの

であり、販売の見込み分と中東情勢の不安定化による建築資材等不足に対する即納可能な在庫物件のニーズを予

想し、今後の販売に向け先行して不動産在庫の仕入を積極的に進めたものであります。

　当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、408,051千円の支出（前年同期は487,039千

円の支出）となりました。主な増加要因は、税引前中間純利益の計上46,989千円であります。主な減少要因は、

棚卸資産の増加額377,143千円であります。当中間会計期間後の販売計画に沿った計画的な仕入及び中東情勢の不

安定化による建築資材等の納期遅延や価格高騰への対策を最優先課題として不動産在庫の仕入を強化し、当中間

会計期間後の損益計画を着実に達成するためのものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、872千円の支出（前年同期は4,094千円の支

出）となりました。主な増加要因は、満期となった定期預金の払戻による収入6,100千円であります。主な減少要

因は、定期預金の預入による支出6,150千円であります。前年同期に比べ支出額が減少し、投資活動においても効

率的な資金配分を維持しております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、20,133千円の収入（前年同期は45,157千円の

支出）となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入80,000千円であります。主な減少要因は、長期借入

金の返済による支出78,894千円であります。事業計画に基づき、仕入資金の安定確保に努め、中長期的な債務返済

を計画的に進めることで、資金繰りの安定を継続的に実現しております。
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セグメントの名称
当中間会計期間

（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

前年同期比（％）

不動産関連（千円） 1,643,627 104.0

インテリア販売及びリノベーション（千円） 510,782 111.7

報告セグメント計（千円） 2,154,410 105.7

合計（千円） 2,154,410 105.7

相手先

前中間会計期間
（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社エニシード 451,757 22.2 770,527 35.8

株式会社ラッセルエステート 564,588 27.7 336,628 15.6

株式会社FULL BASE 201,060 9.9 122,075 5.7

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

(2）受注実績

（不動産関連事業）

　提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

（インテリア販売及びリノベーション事業）

　受注から役務提供の開始までの期間が短いため、当該記載を省略しております。

(3）販売実績

当中間会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

４【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、本発行者情報に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事業等のリスクの発生、または2025年12月23日に公表した発行者情報に記

載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませんが、株式会社東京証券取引所が運営を行っております

証券市場TOKYO PRO Marketの上場維持の前提となる契約に関し、以下に記載いたします。

　担当J-Adviser との契約について

TOKYO PRO Market市場においては、当社(以下、「甲」という)が上場適格性を維持しているかどうかの確認を

担当J-AdviserがJ-Adviser業務として実施します。当社は、担当J-Adviserであるアイザワ証券株式会社(以下、

「乙」という)との間でJ-Adviser契約(以下、「本契約」という)を締結していますが、本契約がその定めにより

解除又は解約され、別のJ-Adviserとの間で新たにJ-Adviser契約を締結できなかった場合には、当社は上場廃止

となります。

まず、甲及び乙は、相手方に対して１ヶ月以上前に書面でその旨を通知することにより、本契約を解約するこ

とができます。また、甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、

その相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り１ヶ月とする)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面

で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することがで

きます。さらに、甲が以下の無催告解除事由のいずれかに該当する場合は、乙は、本契約を、甲に対する何らの

通知又は催告を要せず、即時に本契約の全部又は一部を解除することができます。

本契約を解除又は解約する場合、特段の事情の無い限り、乙は予め本契約を解除又は解約する旨を東京証券取

引所に通知することになっております。このほか、株主総会の特別決議を経て、甲が東証へ「上場廃止申請書」

を提出した場合にも上場廃止となります。

なお、本書提出日現在において、本契約の解除につながる可能性のある要因は発生しておりませんが、乙は

2025年２月21日に「引受け業務取り止め方針に関するお知らせ」にて、2028年３月末までにTOKYO PRO Marketに

おけるJ-Adviser業務を取り止める方針を公表しております。これに伴い、当社は新たなJ-Adviserとの契約締結

が必要となります。新J-Adviserが確保できない場合、当社の上場維持に影響を及ぼす可能性があるため、これを

リスクとして認識しております。

＜J-Adviser 契約に関する即日無催告解除事由＞

①　債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から脱却しえなか

ったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日(当該１年を

経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末

日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という)において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。

但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私

的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に

債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場合に限る)には、２年以内(審査対象

事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日(猶予期間の最終日の翌日から起算して１年を経過する日

が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日)までの期

間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計

画(本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む)を公表している甲を対象とし、

甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書類に基づき行う。

ａ．次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面

（ａ）法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面

（ｂ）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場

合

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面

ｂ．本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が公認会

計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
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②　銀行取引の停止

　甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を

書面で受けた場合。

③　破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要

と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａから

ｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至っ

た場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａから

ｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

ａ.甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整

理を行う場合

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ．甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で

ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲

渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合

甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の

譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日)

ｃ．甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関

する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事

業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る)

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日。

④　前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として本

契約の解除は行わないものとする。

　再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。

ａ．次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。

ｂ．当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。

（ａ）当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。

（ｂ）前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされていること及

びそれを証する内容

ｃ．当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でな

いと認められるものでないこと。

⑤　事業活動の停止

　甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう)又はこれ

に準ずる状態になった場合。

　なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合

に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃま

でに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ．甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は

一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の３

日前(休業日を除外する)の日

（ａ）TOKYO PRO Market の上場株券等

（ｂ）上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合、当該合併に係る新設

会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合

に限る)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等

ｂ．甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通出資
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者総会を含む)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要し

ない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む)についての書面による報告を

受けた日)

ｃ．甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合((3) ｂの規定の適用を受ける場合を除

く)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。

⑥　不適当な合併等

　甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分割に

よる非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承

継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の

割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行

った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。

⑦　支配株主との取引の健全性の毀損

　第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付さ

れた募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株主との取引に関す

る健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。

⑧　発行者情報等の提出遅延

　甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。

⑨　虚偽記載又は不適正意見等

　次のａ又はｂに該当する場合。

ａ．甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。

ｂ．甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く)が記載され、か

つ、その影響が重大であると乙が認める場合。

⑩　法令違反及び上場規程違反等

　甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。

⑪　株式事務代行機関への委託

　甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこ

ととなることが確実となった場合。

⑫　株式の譲渡制限

　甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

⑬　完全子会社化

　甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。

⑭　指定振替機関における取扱い

　甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。

⑮　株主の権利の不当な制限

　株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行

っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主

の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。

ａ．買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策(以下「ライツプラン」という)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株

主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点

において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く)。

ｂ．ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動

とすることができないものの導入。
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ｃ．拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒

否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式

の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主

総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。

ｄ．上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任

その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

ｅ．上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議

決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上

場株券等より低い株式をいう)の発行に係る決議又は決定。

ｆ．議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

ｇ．株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定。

⑯　全部取得

　甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。

⑰　反社会的勢力の関与

　甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Market に対する株

主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

⑱　その他

　前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた

場合。

＜J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞

１．いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、

相当の期間(特段の事情のない限り１ヵ月とする)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催

告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。ま

た、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヵ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知し

なければならない。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　　当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この中間財務諸表の作成にあたっては、経営成績に影響を与えるような経営者による会計方針の選択と、見積や予測

を必要としております。これらの見積や予測については、過去の実績や状況を勘案して合理的に判断しております

が、不確実性を確実に排除することができないため、実際の結果はこれらと異なることがあります。

(2）財政状態の分析

（資産）

　当中間会計期間末における流動資産は1,962,759千円となり前事業年度末に比べて24,849千円増加しておりま

す。その主な要因は、当中間会計期間後の販売計画に沿った計画的な仕入及び中東情勢の不安定化による建築資材

等の納期遅延や価格高騰への対策により戦略的な仕入を進めたことにより、販売用不動産は430,429千円増加し、

一方で、その販売用不動産の仕入及び税金の納付等により現金及び預金が386,439千円減少したことによるもので

す。即納可能な在庫物件のニーズを予想し、今後の販売に向け先行して不動産在庫の仕入を積極的に進めたもので

あり、当中間会計期間後の着実な収益確保に向けた施策であります。しかしながら、中東情勢につきましては、先

行き不透明な状況であることから、市場動向を注視しながら、在庫回転率の最適化と収益性の確保を図ってまいり

ます。固定資産は131,941千円となり、前事業年度末に比べて8,823千円減少となっております。以上の結果、総資

産は前事業年度末に比べて16,026千円増加し、2,094,701千円となっております。

（負債）

　当中間会計期間末における流動負債は676,303千円となり、前事業年度末に比べて5,369千円増加しております。

その主な要因は、短期借入金が58,400千円増加し、流動負債の部のその他に含まれる未払消費税が18,172千円減

少、役員賞与引当金が14,662千円減少、未払費用が13,523千円減少したことによるものであります。固定負債は

651,493千円となり、前事業年度末に比べて17,797千円減少しました。主な要因は、社債が14,200千円減少したこ

とによるものであります。これは当社の資金計画に基づき約定償還が順調に進捗したことによるものです。引き続

き、借入依存度の低減を進めつつ現預金水準の維持に留意し、当社の資金管理計画に基づき財務基盤の強化を図っ

てまいります。以上の結果、負債合計は前事業年度末と比べて12,427千円減少し、1,327,796千円となっておりま

す。

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産合計は766,905千円となり、前事業年度末に比べて28,453千円増加しておりま

す。その主な要因は、中間純利益を28,579千円計上したことにより利益剰余金が同額増加したことによるものであ

ります。その結果、自己資本比率は36.6％（前事業年度末は35.5％）となり、当社の財務基盤強化を実現いたしま

した。

(3）経営成績の分析

　　「１【業績等の概要】（1）業績」に記載のとおりであります。

(4）キャッシュ・フローの状況の分析

　　「１【業績等の概要】（2）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
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第４【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設、改修等

該当事項はありません。

（2）重要な設備の除却等

当社は2026年4月に神戸研修センターを閉鎖、2026年10月に福岡支店の閉鎖を予定しており、これに伴う設備の

除却を計画しておりますが、除却に伴う損失見込額は軽微です。
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記名・無記名の
別、額面・無額
面の別及び種類

発行可能株式
総数（株）

未発行株式数
（株）

中間会計期間末
現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

公表日現在
発行数
（株）

（2026年６月29日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取

引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 2,996,600 1,003,400 1,003,400

東京証券取引所 

TOKYO PRO 

Market

権利内容

に何ら限

定の無い

当社にお

ける標準

となる株

式であ

り、単元

株式数は

100株であ

ります。

計 4,000,000 2,996,600 1,003,400 1,003,400 － －

第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】
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区分
最近中間会計期間末現在

（2026年３月31日）
公表日の前月末現在
（2026年５月31日）

新株予約権の数（個） 132 132

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 13,200 13,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 201（注１） 201（注１）

新株予約権の行使期間
自　2019年２月20日

至　2027年２月14日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　201

資本組入額　 100.5

発行価格　　201

資本組入額　 100.5

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

区分
最近中間会計期間末現在

（2026年３月31日）
公表日の前月末現在
（2026年５月31日）

新株予約権の数（個） 105 105

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,500 10,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 239（注１） 239（注１）

新株予約権の行使期間
自　2020年３月13日

至　2027年12月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　239

資本組入額　 119.5

発行価格　　239

資本組入額　 119.5

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2017年２月16日取締役会決議

2018年３月12日取締役会決議

- 15 -



区分
最近中間会計期間末現在

（2026年３月31日）
公表日の前月末現在
（2026年５月31日）

新株予約権の数（個） 125 125

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,500 12,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 378（注１） 378（注１）

新株予約権の行使期間
自　2021年３月12日

至　2029年３月11日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　378

資本組入額　 189

発行価格　　378

資本組入額　 189

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

区分
最近中間会計期間末現在

（2026年３月31日）
公表日の前月末現在
（2026年５月31日）

新株予約権の数（個） 108 108

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,800 10,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 615（注１） 615（注１）

新株予約権の行使期間
自　2022年12月26日

至　2030年12月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　615

資本組入額　 307.5

発行価格　　615

資本組入額　 307.5

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

2019年３月11日取締役会決議

2020年12月25日取締役会決議
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区分
最近中間会計期間末現在

（2026年３月31日）
公表日の前月末現在
（2026年５月31日）

新株予約権の数（個） 170 170

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,000 17,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 456（注１） 456（注１）

新株予約権の行使期間
自　2023年12月21日

至　2031年12月20日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　456

資本組入額　 228

発行価格　　456

資本組入額　 228

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

2021年12月20日取締役会決議
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調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 （注１）新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもっ

て次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次

の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

（注２）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員の

地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続

により本新株予約権を取得した場合は、この限りでない。また、外部支援者はこの限りではない。

　　当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

（注３）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員の

地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続

により本新株予約権を取得した場合は、この限りでない。また、当社株式が国内の証券取引所に上場される

ことを要する。

（注４）当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権にかかる義務を当該株式交

換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次

のとおりとする。

　　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　　　完全親会社の同種の株式

　　②　目的たる完全親会社の株式の数

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

　　③　権利行使に際して払い込むべき額

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

　　④　権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

　　　株式交換又は株式移転に際して、当社の取締役が決定する。

　　⑤　取締役会による譲渡承認

　　　新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

- 18 -



年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年10月１日～

2026年３月31日
― 1,003,400 ― 50,276 ― 276

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式総数に対する所

有株式数の割合

（％）

株式会社ＹｕｉＭ 東京都新宿区西新宿1-14-11 600,000 59.80%

野﨑　雄一 東京都渋谷区 223,400 22.26%

インデックス従業員持株会 東京都新宿区西新宿1-14-11 73,600 7.34%

河野　有子 東京都渋谷区 49,700 4.95%

野﨑　満美 東京都渋谷区 20,000 1.99%

菊田　寛康 東京都渋谷区 20,000 1.99%

川満　泰貴 東京都世田谷区 2,700 0.27%

笠井　稜馬 東京都世田谷区 2,300 0.23%

木村　真二 東京都町田市 1,700 0.17%

森戸　淳平 東京都品川区 1,500 0.15%

計 － 994,900 99.15%

（６）【大株主の状況】

2026年３月31日
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2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,003,400 10,034 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 1,003,400 － －

総株主の議決権 － 10,034 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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決議年月日 2017年２月16日 2018年３月12日 2019年３月11日

付与対象者の区分及び人

数（名）

当社取締役   １

当社従業員   21

当社取締役   １

当社従業員   27

当社取締役   ２

当社従業員   24

新株予約権の目的となる

株式の種類
(２)【新株予約権等の状況】に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払

込金額（円）
同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関す

る事項
同上

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

（注１）

決議年月日 2020年12月25日 2021年12月20日

付与対象者の区分及び人

数（名）

当社取締役   ２

当社従業員   23

当社取締役   ２

当社従業員   24

新株予約権の目的となる

株式の種類
(２)【新株予約権等の状況】に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払

込金額（円）
同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関す

る事項
同上

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

（注１）

（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方

法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

  （注１）当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権にかかる義務を当該株式

交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は

次のとおりとする。

　　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　　　完全親会社の同種の株式

　　②　目的たる完全親会社の株式の数

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

　　③　権利行使に際して払い込むべき額

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

　　④　権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

　　　株式交換又は株式移転に際して、当社の取締役が決定する。

　　⑤　取締役会による譲渡承認

　　　新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
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（９）【従業員株式所有制度の内容】

　従業員持株会を運営しており、一定の基準のもと、任意で入退会ができるようになっております。本発行

者情報公表日現在の従業員持株会の当社株式所有数は73,600株となっております。
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月別 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年１月 2026年２月 2026年３月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

２【株価の推移】

【最近６月間の月別最高・最低株価】

（注）　2025年10月から2026年３月については売買実績がありません。
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役職名 氏名 退任年月日

取締役 河野　初 2026年２月25日

役職名 氏名 就任年月日

執行役員 経営管理部長兼経営企画室長 吉田　幸世 2026年６月15日

３【役員の状況】

前事業年度の発行者情報公表日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

なお、当中間会計期間後、本発行者情報の公表日までの役員の異動はありません。

（1）退任役員

(注)　同取締役の退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性６名、女性１名　（役員のうち女性の比率14.3％）

なお、当社は、取締役会機能及び業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。前事業年

度の発行者情報公表日後、本発行者情報の公表日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。

新任執行役員
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第６【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に

基づいて作成しております。

なお、当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。

(2）当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行

規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定

に基づき、当中間会計期間（2025年10月１日から2026年３月31日まで）に係る中間財務諸表について、東陽監査法人

による期中レビューを受けております。

３．中間連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2025年９月30日）

当中間会計期間
（2026年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※ 
969,655

※ 
583,215

売掛金 60,480 85,021

商品 5,987 1,608

原材料及び貯蔵品 633 582

販売用不動産 ※ 
749,913

※ 
1,180,343

仕掛販売用不動産 ※ 
122,638

※ 
73,783

その他 28,811 38,828

貸倒引当金 △210 △622

流動資産合計 1,937,910 1,962,759

固定資産

有形固定資産 22,581 21,425

無形固定資産 3,947 3,379

投資その他の資産 114,236 107,136

固定資産合計 140,764 131,941

資産合計 2,078,675 2,094,701

負債の部

流動負債

買掛金 28,341 30,024

短期借入金 ※ 
280,700

※ 
339,100

1年内償還予定の社債 38,400 28,400

1年内返済予定の長期借入金 152,268 154,752

未払法人税等 21,983 13,507

前受金 3,690 8,701

賞与引当金 21,417 17,452

資産除去債務 － 2,262

その他 124,131 82,102

流動負債合計 670,933 676,303

固定負債

社債 91,600 77,400

長期借入金 568,965 567,587

資産除去債務 761 －

その他 7,964 6,506

固定負債合計 669,290 651,493

負債合計 1,340,223 1,327,796

純資産の部

株主資本

資本金 50,276 50,276

資本剰余金 276 276

利益剰余金 687,123 715,703

株主資本合計 737,676 766,255

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 775 649

評価・換算差額等合計 775 649

純資産合計 738,451 766,905

負債純資産合計 2,078,675 2,094,701

【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】
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（単位：千円）

前中間会計期間
（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

売上高 2,037,292 2,154,410

売上原価 1,472,861 1,581,483

売上総利益 564,430 572,927

販売費及び一般管理費 ※ 
506,705

※ 
506,846

営業利益 57,724 66,080

営業外収益

受取利息 358 729

不動産取得税還付金 8,103 7,209

その他 531 419

営業外収益合計 8,992 8,359

営業外費用

支払利息 11,972 12,931

支払手数料 7,804 14,034

上場関連費用 13,000 －

その他 － 484

営業外費用合計 32,777 27,450

経常利益 33,940 46,989

税引前中間純利益 33,940 46,989

法人税、住民税及び事業税 8,368 13,619

法人税等調整額 6,949 4,789

法人税等合計 15,317 18,409

中間純利益 18,622 28,579

②【中間損益計算書】
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（単位：千円）

前中間会計期間
（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 33,940 46,989

減価償却費 2,092 3,221

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 411

受取利息 △358 △729

支払利息 11,972 12,931

支払手数料 7,804 14,034

売上債権の増減額（△は増加） △19,977 △24,540

棚卸資産の増減額（△は増加） △340,302 △377,143

仕入債務の増減額（△は減少） △17,911 1,682

前受金の増減額（△は減少） △81,196 5,011

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,424 △3,964

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,347 △14,662

その他 △29,191 △37,087

小計 △445,897 △373,846

利息の受取額 358 729

利息の支払額 △11,558 △12,839

法人税等の支払額 △29,941 △22,095

営業活動によるキャッシュ・フロー △487,039 △408,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,700 △6,150

定期預金の払戻による収入 8,200 6,100

投資有価証券の取得による支出 △180 △1,380

その他 586 557

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,094 △872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 74,132 58,400

長期借入れによる収入 50,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △143,241 △78,894

社債の償還による支出 △20,000 △24,200

支払手数料による支出 △5,138 △13,748

株式発行による収入 464 －

その他 △1,375 △1,423

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,157 20,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536,291 △388,789

現金及び現金同等物の期首残高 1,071,550 883,247

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※
535,259

※
494,457

③【中間キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

前事業年度
（2025年９月30日）

当中間会計期間
（2026年３月31日）

販売用不動産 245,861千円 251,594千円

仕掛販売用不動産 64,185 61,198

定期預金 50,003 50,049

計 360,050 362,842

前事業年度
（2025年９月30日）

当中間会計期間
（2026年３月31日）

短期借入金 280,700千円 325,300千円

計 280,700 325,300

（中間貸借対照表関係）

※　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　担保付債務は、次のとおりであります。
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前中間会計期間
（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

貸倒引当金繰入額 1千円 411千円

給料及び手当 151,438 143,581

賞与引当金繰入額 15,869 14,582

販売手数料 57,886 66,955

（中間損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前中間会計期間
（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

現金及び預金勘定 618,062千円 583,215千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △82,803 △88,758

現金及び現金同等物 535,259 494,457

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）１

中間財務諸表
計上額
（注）２不動産関連事業

インテリア販売及

びリノベーション

事業

計

売上高

一時点で移転される

財又はサービス

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス

1,577,262

－

457,164

－

2,034,426

－

－

－

2,034,426

－

顧客との契約から生じ

る収益
1,577,262 457,164 2,034,426 － 2,034,426

その他の収益 2,865 － 2,865 － 2,865

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売

上高又は振替高

1,580,128

－

457,164

－

2,037,292

－

－

－

2,037,292

－

計 1,580,128 457,164 2,037,292 － 2,037,292

セグメント利益 17,841 257,817 275,659 △217,934 57,724

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

　前中間会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

　（注）１．セグメント利益の調整額△217,934千円は、各報告セグメントに帰属していない全社費用でありま

す。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益の額は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。

- 33 -



（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）１

中間財務諸表
計上額
（注）２不動産関連事業

インテリア販売及

びリノベーション

事業

計

売上高

一時点で移転される

財又はサービス

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス

1,640,039

－

510,782

－

2,150,822

－

－

－

2,150,822

－

顧客との契約から生じ

る収益
1,640,039 510,782 2,150,822 － 2,150,822

その他の収益 3,588 － 3,588 － 3,588

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売

上高又は振替高

1,643,627

－

510,782

－

2,154,410

－

－

－

2,154,410

－

計 1,643,627 510,782 2,154,410 － 2,154,410

セグメント利益 △4,691 293,457 288,765 △222,684 66,080

　当中間会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

　（注）１．セグメント利益の調整額△222,684千円は、各報告セグメントに帰属していない全社費用でありま

す。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益の額は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであ

ります。
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前中間会計期間
（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間
（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

（１）１株当たり中間純利益 18.62円 28.48円

（算定上の基礎）

中間純利益 18,622 28,579

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益（千円） 18,622 28,579

普通株式の期中平均株式数（株） 1,000,296 1,003,400

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 18.05円 27.87円

（算定上の基礎）

中間純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 31,157 22,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在

株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

　新株予約権１種類（新株

予約権の数108個）

　なお、新株予約権の概要

は「第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】(2)

【新株予約権等の状況】」

に記載のとおりでありま

す。

－

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

（注）　前中間会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定については、2024年12月25日に

TOKYO PRO Marketに上場したため、新規上場日から2025年３月31日の末日までの平均株価を期中平均株

価とみなして算定しております。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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第７【外国為替相場の推移】
　　　 該当事項はありません。
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第二部【特別情報】

第１【外部専門家の同意】
　　 該当事項はありません。
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指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　松本　直也

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　木戸　亮人

独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年 ６ 月 25 日

株式会社インデックス

取締役会　御中

東　陽　監　査　法　人

東京事務所

監査人の結論

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に

基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社インデックスの2025年10月１日から2026年９月30日までの第26期事業

年度の中間会計期間（2025年10月１日から2026年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社インデックスの2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め

られなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその

他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手



（注）上記は、期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者情報提出

会社）が別途保管しております。

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入

手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない

と信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを

評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上


